　 個人タクシー事業経営をお考えの方へ 　　

令和８年２月
沖縄総合事務局運輸部陸上交通課
　
　個人タクシーの事業経営について、資格要件、試験日程に関するお問い合わせが多くなっておりますが、個人タクシー事業の許認可の申請にあたっては、各種法律はもちろんのこと、年齢や勤務年数等「公示基準」の要件を満たす必要があります。
　まずはご自身で「公示基準」をよくお読みになった上で、ご不明な点がありましたらお問い合わせ下さい。
　法令や関係文書をご自身で確認することは、今後の事業経営にあたっても必要な個人事業主に求められる資質と言えます。

【許認可にあたっての主な公示】
（公示第１０号）　個人タクシー事業の許可、事業計画の変更の認可、事業の譲渡譲受の認可、相続の認可及び運送約款の認可に関する審査基準

（公示第１３号）　個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験の実施について
　
※　公示は、当局ＨＰでも確認できます。窓口にもご用意しております。
　　「沖縄総合事務局」で検索　→　運輸部　　→　バス・タクシー
　　　　　　　　　　　　　　　→　タクシー　→　公示基準等・各種申請手続き
　　　　　　　　　　　　　　　→　個人タクシー
　　　　　　　　　　　　　　　https://www.ogb.go.jp/unyu/16625/taxi/shinsei
　

※「譲渡人を探したい」、「譲渡人確保までの見通し」「法令試験対策」等につきましては、
各関係団体へお問い合わせ下さい。

　　一般社団法人　全国個人タクシー協会沖縄支部　（代表）０９８－８５０－７６７７
　　沖縄県個人タクシー事業協同組合　　　　　　　　　　　０９８－８５０－７６７７
　　沖縄中部個人タクシー事業協同組合　　　　　　　　　　０９８－９２９－１８１８
　　那覇個人タクシー事業協同組合　　　　　　　　　　　　０９８－８５７－５７７７
　　琉球個人タクシー事業協同組合　　　　　　　　　　　　０９８－９３３－３０９４

問い合わせ
陸上交通課 個人タクシー担当
０９８－８６６－００３１


